
ヨ
リ
カ
ネ

頼
恋

風
半
一州
州
大
谷
の
百
姓
。
前
川

利
家
入
闘
の
際
問
旋
し
た
録
、
天
正
十
年
前
二
十
依

そ
扶
持
せ
ら
れ
、
次
い
で
十
村
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
二

代
翻
然
の
時
元
和
二
年
扶
持
高
そ
十
玩
依
に
滅
ぜ
ら

れ
、
=
一
代
頼
殺
は
明
隠
元
年
か
ら
十
村
を
除
か
れ
た
。

ヨ
リ
キ
輿
カ

ハ
一
〉
奥
カ
の
怨
泌

l
典
カ
と
は

峨
闘
に
於
い
て
新
多
の

士
を
大
身
的
代
の
附
聞
に

組
合
は
せ
て
そ
の
采
配
に
従
は
し
め
る
も
の
そ
い
う

た
。
天
正
十
三
年
二
且
村
井
長
頼
が
組
中
間
四
犯
協
働

の
際
、
前
凶
利
長
の
奥
へ
た
る
感
倣
に

『
共
方
拠
力

吉
川
平
七
・江
見
限
十
郎
』
と
あ
り
、
十
七
年
中
西
新

入
が
召
出
さ
れ
、
射
手
県
カ
と
し
て
石
田
副
総
岐
に
附

け
ら
れ
た
如
き
は
是
で
あ
る
。
後
悦
奥
力
は
御
毘
近

り
下
の
土
分
の
隣
紙
と
な
り
、
野
線
附
・諸
組
附
・御

加
節
本
組
・本
総
・明
組
・法
所
附
に
分
か
れ
た
。

ハ
ニ
〉
俗
観
附
1
初
は
武
功
容
に
よ
り
回
せ
し
め
ら
れ

た
配
下
の
人
鍬
を
奥
力
と
い
う
た
こ
と
は
前
述
の
辺

ヨ
リ
ア
ヒ
シ
ヨ

寄
合
所

大
型
等
部
附
で
は
、
前

凶
利
治

・
利
明
時
代
に
、
御
用
腕
の
こ
と
そ
得
合
前

と
い
う
た
。
御
家
老
そ
御
用
人
と
も
官
官
合
人
と
も
椛

し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
御
用
所
と
な
っ
た
の
は

利
直
の
時
か
ら
で
あ
る
。

ヨ
リ
ア
ヒ
ヒ
ト
モ
チ

寄
合
人
持

務
政
の
時
、

人
持
組
の
一
純
で
官
官
合
人
持
と

い
ふ
も
の
が
あ
っ

た

o
mに
谷
合
組
と
も
い
ひ
、
平
士
よ
り
は
融
制
上
列

で
あ
る
。
そ
の
撤
掛
川
末
に
於
い
て
十
六
夜
を
卸
L
、

食
品
料
ご
千
.
石
か
ら
四
百
双
十
石
に
及
び
、
泊
に
蛇
…
役

の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
千
石
な
る
は
仙
石
氏
で

あ
る
か
ら
、
待
合
人
待
そ
仙
石
菜
孤
と
い
ふ
こ
と
も

あ
っ
た
。
人
持
組
に
出
川
合
人
持
の
あ
る
の
は
、
平
士

に
組
外
が
あ
る
に
顕
し
て
厨
た
。

ヨ
リ
オ
ヤ
ヅ
キ
ヨ
リ
キ

寄
親
付
興
力

↓
ヨ
リ

キ
典
力
。

り
で
あ
る
。
般
に
そ
の
仙
洲
た
る
柑
抑
制
相
死
し
て
子
息
一

・す
る
。
加
制
奥
力
は
本
組
の
一
純
に
関
し
た
。
さ
れ
た
に
初
。
、
後
山
も
亦
=
一
人
で
あ
っ
た
。

の
幼
少
な
る
か
又
は
任
に
川
へ
ざ
る
時
は
他
家
へ
附

一
円
五
〉
本
組
l
点
亭
四
年
=
一
且
十
九
日
御
制
工
潜
行
則
一
円
入
)
自
分
仕

l
佐
古
は
人
持
の
士
に
も
自
分
引
拠
力

け
ら
れ
、
従
う
て
代
々
得
鋭
の
定
ま
っ
た
こ
と
も
な

一
組
典
力
似
野
六
兵
衛
が
、御
加
柄
引
れ
十
石
全
下
さ
れ
二
が
あ
っ
た
と
い
ふ
。
後
抱
永
二
十
年
前
倒
樹
脂
キ

'u、

く
、
奥
力
知
と
い
ふ
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
後
に
自

一
役
山
間
御
犯
の
上
本
組
呉
力
や
一
命
ぜ
ら
れ
た
そ
初
と
す
一
承
服
二
年
奥
村
伊
抽
出
後
初
、
明
M
N
二
年
村
升
磁
十
郎

分
知
の
内
を
以
て
奥
力
点
官
級
せ
ん
こ
と
一そ
阪
ひ
、
叉

一
る
。
そ
の
後
は
総
帥
止
力
削
功
に
依
っ
て
命
ぜ
ら
れ
、
一
線
長
、
流
文
十
一

年
に
長
国
民
松
〈
後
大
間
守
向
泌
)
に

は
滞
侠
か
ら
命
ぜ
ら
れ
、
又
は
御
加
明
知
キ
~
奥
へ
ら

一
文
は
年
寄
女
巾
の
益
子
と
な
っ
て
召
制
さ
れ
る
も
の
一
各
数
人
を
召
仕
ふ
こ
ど
止
官
許
さ
れ
、
以
来
こ
の
閥
次

れ
た
内
で
奥
カ
知
を
定
め
ら
れ
る
に
来
っ
た
。
こ
の

一
が

之

に

任

ぜ

ら

れ

た

。

一

に

限

っ

て

存

す

る

。

山
市
親
の
奥
力
知
hr-
以
て
知
行
荷
受
け
ろ
も
の
は
川
市
総

一
ハ
六
)
例
制

l
古
〈
無
組
附
と
糾
し
た
と
い
ふ
。
然
れ
一

ヨ
リ
キ
ア
キ
チ

奥
力
明
知

』
ヨ
リ
キ
典
力

附
輿
力
で
あ
る
。
併
し
計
制
の
拠
力
知
は
全
部
典
力

一
日日
正
保
元
年
限
野
六
兵
衛
ハ
断
僚
に
見
え
る
六
兵
衛

一
〈二
、
官
官
親
附
)
。

に
支
給
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
〈
、
そ
の
字
削
間
以
上
そ

一
先
代
〉
が
無
組
附
奥
力
と
な
っ
た
脅
初
と
す
る
。
元

一

ヨ
リ
キ
イ
ジ
ヨ
ウ

奥
力
以
上

諸
士
及
び
新
士

F
キ

，

『

『

明
知
と
し
て
務
に
上
旬知
と
し
た
o
許
制
附
奥
力
は
、
一
般
巾
に
来
っ
て
付
例
制
が
断
然
と
し
て
見
え
る
o
奥
一
に
準
ず
る
符
迦
脅
受
け
る
も
の
、
即
ち
士
列
U
J
を

自
分
付
文
は
内
仕
と
糾
し
て
お
鋭
の
家
に
使
役
す
る

一
力
に
し
て
山
市
鋭
の
死
L
、
又
は
自
身
ご
代
と
成
っ
て
、
一
言
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
拐
A
H
で
は
士
分
で
も
御
歩

も
の
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
多
数
は
滞
の
邸
判
的
背
執
り
二
未
だ
何
れ
へ
も
利
回
せ
ざ
る
と
き
は
明
組
と
な
る
。
一
を
除
い
た
僻
維
を
い
ふ
。

務
役
所
の
留
密
文
は
城
中
の
訓
話
に
お
っ
た
。
但
L
一
或
は
純
附

・
誠
一
所
附
に
し
て
泊
失
に
よ
り
、
或
は
組
一

ヨ
リ
キ
サ
イ
キ
ヨ

奥
力
裁
許
市
町
治
二
年
間
制
山

戦
時
に
於
い
て
は
得
税
の
指
仰
に
邸
し
、
平
時
で
も

一
附
で
あ
っ
た
者
が
病
訴
に
よ
り
別
総
と
な
る
も
あ
一
一
外
記
氏
従
篠
原
織
部
長
終
之
や
勤
め
、
延
質
二
年

年
聞
の
際
世
町
親
に
尚
一
川
阿
や
-
上
。
、
音
凶
に
除
し
て
得

一
・り
、
そ
の
後
年
計
な
巾
五
十
年
の
助
初
術
た
ず
し
て

一
正
月
に
は
永
原
左
京
学
政
・
篠
限
長
続
之
に
任
じ
、

鋭
の
お
に
閥
旋
す
る
等
の
こ
と
は
あ
っ
た

ow鋭
附

一
義
子
の
拠
力
に
お
則
さ
れ
る
も
の
荷
こ
れ
に
回
世
L
一
郎
に
よ
り
若
年
前
奥
村
伊
抽
出
刑
罰
向

・
械
山
芯
陣
日
口
山

県
力
の
知
行
は
下
元
で
あ
り
、
許
制
は
上
犯
で
受
け

一
め

ら

れ

た

。

一

の

辿

判

す

.

へ

き

命

あ

り

。

一

大

和
巾
白
山
治
部
左
衛
門

る
か
ら
、
そ
の
担
担
額
は
部
刺
の
所
得
と
な
り
、
奥
力

一
ハ
七
〉
泌
所
附
l
m附
・
魚
油
附
今
石
励
附
・
別
宮
附
一
窓
持
・不
泌
彦
三
鈎
点
、
元
職
巾
に
は
不
拠
鉛
点
・伊

の
知
行
間
附
は
お
親
が
悩
訟
に
自
己
の
知
行
加
の
巾

一の

問
ロ
山
が
あ
る
。
境
附
は
州
国
安
二
年

一山方
徽
左
衛
一
際
平
右
衛
門
置
澄
之
に
任
じ
、
こ
の
時
賀
大
恥
判
り

か
ら
定
め
た
。

一
門

-m削
茜
七
二
人
が
引
越
そ
命
ぜ
ら
れ
た
に
起
。
二
上
裁
許
は
奥
村
兵
部
恐
抑
・前

m奥
十
郎
孝
行
・前
川

会一
U

諸
組
附

l
大
組
附
・
御
持
方
附
・
定
番
附
・御
留

一
一
品
治
二
年
川
口
奥
右
衛
門
が
命
ぜ
ら
れ
て
か
ら
三
人
一
悩
前
点
綴
に
命
ぜ
ら
れ
た
。
後
悦
只
数
一
一
一
人
で
、
寺

守
m
町
附
の
四
訴
が
あ
っ
た
。
そ
の
初
計
刻
附
か
ら
加

一
と
な
っ
た
。
魚
川
附
附
は
元
総
十
年
四
月
永
原
治
兵
衛

一
世
奉
行
の
鍛
格
に
な
っ
た
。

へ
ら
れ
、
或
は
明
組
か
ら
命
ぜ
ら
れ
、
瑛
は
新
規
に

一
政
肢
が
初
め
て
在
住
そ
命
ぜ
ら
れ
、
奥
力
五
人
党
預
一

ヨ
リ
キ
マ
チ

奥
力
町

金
持
小
泊
野
に
在
る
川

召
出
さ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。

一
け
ら
れ
、
十

一
日
ヰ
か
ら
十
四
年
ま
で
に
石
田一一
伊
左
衛
一
名
o
初
め
石
川
抑
制
列
村
の
地
内
で
あ
っ
た
o
見
文

〈
四
〉
御
加
説
本
組
|
天
和
二
年
十
一
月
九
日
御
府
組

一
門
・
商
品
印
刷
兵
衛
・金
岩
治
友
術
門
・叫
庇
陥
叉
太
夫
・前
一
七
年
三
且
二
十
日
、拠
力
等
の
今
年
よ
り
=
一
少
年
の
内

相聞
に
鋭
翰
宇
一
以
て
、
御
家
中
小
身
の
蹄
士
で
児
郊
の

一
彼
太
次
郎
が
命
ぜ
ら
れ
た
に
起
る
。
今
石
励
附
は
鴨
川
一
に
小
京
野
郎
び
に
氷
雨
前
に
引
越
す
べ
き
命
あ
っ
た

多
い
者
は
、
治
知
の
内
凶
班
十
石
hy
一
配
分
し
た
な
ら
一
永
十
凶
年
初
木
三
郎
在
術
門
・
訟
砧
凶
郎
左
衛
門
・下
一
が
、
そ
の
小
立
野
と
い
ふ
も
の
は
是
で
、
内
ホ
は
後
山

ば
、
五
六
十
石
を
引
足
し
て
奥
力
に
召
制
さ
れ
る
で

一

m次
郎
左
衛
門
、
承
嗣
郎
元
年
深
町
Mm
左
衛
門
、
泌
治

一
石
坂
奥
力
問
で
あ
る
。

あ
ら
う
と
の
こ
と
で
あ
り
、
同
年
十
二
且
廿
四
日
大

一
二
年
鏑
木
十
左
衛
門
が
命
ぜ
ら
れ
た
に
起
り
、
後
悦
一

ヨ
リ
シ
ン
ポ

寄
新
保

石
川
端
山
内
時
郷
に
臨
す

島
抽
出
右
衛
門
・
多
聞
六
之
丞
・多
間
秘
七
・
背
木
文
太

一
で
も
抗
入
で
あ
っ
た
。
則
宮
附
は
、
町
永
十
七
年
前
一
司
令
部
孫
。

郎
・河
地
仲
右
衛
門
が
治
知
五
イ
石
の
配
分
配
受
け
、
一
川
刑
閉
山
利
勝
を
別
宮
捌
所
帯
行
と
し
、
間
相印刷
m
兵
衛
・
一

ヨ
リ
ス
ケ

自

助

加

到
の
刀
工
。
到
州
金
部
住

五
十
石
引
足
都
合
百
石
に
お
抱
へ
ら
れ
た
を
起
似
と

一
一
位
際
助
左
衛
門

・
紳
泊
三
太
夫
が
拠
力
と
し
て
召
出

一
際
原
自
助
と
切
る
。
元
品開頃。

一一

ヨ
リ

九
O
四


